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参考 

根拠条文 

児童福祉法 

【保育所の認可】 

〔略〕 

第 35 条第４項 

 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の

認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 

第 35 条第５項 

都道府県知事は、保育所に関する前項の認可の申請があつたときは、第四十五条第一項の条

例で定める基準（保育所に係るものに限る。第八項において同じ。）に適合するかどうかを審査

するほか、次に掲げる基準（当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合

にあつては、第四号に掲げる基準に限る。）によつて、その申請を審査しなければならない。 

一 当該保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。 

二 当該保育所の経営者（その者が法人である場合にあつては、経営担当役員とする。）が社

会的信望を有すること。 

三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

四 次のいずれにも該当しないこと。 

（以下、イ～ル各号略） 

第第第第 35353535 条条条条第第第第６６６６項項項項    

都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじ都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじ都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじ都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじ    

め、児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。め、児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。め、児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。め、児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。    

〔略〕 

    


